
秋田県　五城目町

（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

引上げ分の
地方消費税収
（社会保障
財源化分）

その他

社 会 福 祉 事 業 127,097 43,592 7,217 76,288

障 害 者 福 祉 事 業 276,249 201,381 6,470 68,398

高 齢 者 福 祉 事 業 71,281 1,069 8,270 5,353 56,589

児 童 福 祉 事 業 314,811 225,526 1 7,716 81,568

母 子 福 祉 事 業 11,041 83 947 10,011

小　　　　　計 800,479 471,651 8,271 27,703 292,854

介 護 保 険 事 業 261,449 3,360 22,304 235,785

国民健康保険事業 95,297 54,732 3,506 37,059

後期高齢者医療事業 201,428 33,265 14,533 153,630

小　　　　　計 558,174 91,357 40,343 426,474

疾病予防対策事業 60,396 5,643 14,325 3,494 36,934

健康増進対策事業 4,997 606 252 358 3,781

病 院 対 策 事 業 23,923 2,067 21,856

小　　　　　計 89,316 6,249 14,577 5,919 62,571

1,447,969 569,257 22,848 73,965 781,899

 ※地方消費税交付金の社会保障費財源化相当額は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分しています。

【地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当される社会保障施策に要する経費】

　（歳出）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

　　平成２６年４月１日から消費税率が５％から８％に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金

　の増収分は社会保障費に充当し、その使途を明示することになりました。

　　平成３１年度五城目町一般会計当初予算における社会保障費への充当状況は下表のとおりです。

   地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当される社会保障施策に要する経費

   地方消費税交付金（社会保障財源化分） 73,965 千円

1,447,969 千円

　（歳入）
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